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最終頁に続く

(54)【発明の名称】 有機ＥＬ表示装置とその製造方法

(57)【要約】
【課題】長期にわたって安定して発光し得る有機ＥＬ表
示装置を得る。
【解決手段】有機ＥＬ表示装置１０はガラス基板１１の
一表面に第１の透明電極１２、発光層１３、第２の電極
（背面電極）１４が順に積層され、対向基板１６がスペ
ーサ１５および接着剤１７で固定されて内部空間が封止
され、対向基板１６上に吸湿剤層１８が配置されること
を特徴とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】透明な第１の基板上に第１の透明電極と発
光層と第２の透明電極とが配置され、第１の基板と対向
基板との間にスペーサが設けられ、スペーサは基板の周
辺に枠状に設けられてなる有機ＥＬ表示装置であって、
スペーサの主成分は軟化点が６００℃以下の低融点ガラ
スとされ、
第１の基板とスペーサと対向基板とによって取り囲まれ
た空間内に吸湿剤が配置され、
基板の厚み方向におけるスペーサの平均高さをＨ、基板
の面内方向におけるスペーサの平均幅をＬとすると、Ｌ
／Ｈ≧１、かつ、Ｈ≧２５μｍが満足せしめられ、
第１の基板または対向基板とスペーサとの間に接着剤が
配置されてなることを特徴とする有機ＥＬ表示装置。
【請求項２】スペーサの表面の接着剤と接する部分に、
シランカップリング剤層および／または無機物質層が形
成されてなる請求項１に記載の有機ＥＬ表示表装置。
【請求項３】接着剤の主成分が光カチオン硬化型樹脂で
ある請求項１または２に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項４】基板の厚み方向における吸湿剤の平均厚み
をＸ、発光層の平均厚みをＹ、接着剤の平均厚みをＺと
すると、Ｈ＋Ｚ≧２Ｘ＋Ｙを満足する請求項１、２また
は３に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項５】Ｌ≧３００μｍ、かつ、Ｈ≧５０μｍであ
る請求項１、２、３または４に記載の有機ＥＬ表示装
置。
【請求項６】透明な第１の基板上に第１の透明電極と発
光層と第２の透明電極とを形成し、第１の基板と対向基
板との間にスペーサを設け、スペーサを基板の周辺に枠
状に設ける有機ＥＬ表示装置の製造方法であって、
低融点ガラスを主成分とするスペーサ材料を用いて基板
上に配置し、軟化点が６００℃以下である低融点ガラス
の軟化点以上にスペーサ材料を加熱し、その後、固化せ
しめてスペーサを形成し、
基板の厚み方向におけるスペーサの平均高さをＨ、基板
の面内方向におけるスペーサの平均幅をＬとすると、Ｌ
／Ｈ≧１、かつ、Ｈ≧２５μｍを満足し、
第１の基板または対向基板とスペーサとの間に接着剤を
配置して二つの基板を固定することを特徴とする有機Ｅ
Ｌ表示装置の製造方法。
【請求項７】スペーサの表面の接着剤と接する部分に、
シランカップリング剤層および／または無機物質層を形
成する請求項６に記載の有機ＥＬ表示表装置の製造方
法。
【請求項８】接着剤の主成分が光カチオン硬化型樹脂で
ある請求項６または７に記載の有機ＥＬ表示装置の製造
方法。
【請求項９】２５０ｋＰａ以下の減圧雰囲気下で、対向
基板上にペースト状のスペーサ材料を塗布する請求項
６、７または８に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は有機エレクトロルミ
ネッセンス表示装置（以下、有機ＥＬ表示装置とい
う。）とその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】１９８７年に米国コダック社のＴａｎｇ
らは、有機薄膜の２層積層構造を有し、発光層にトリス
（８－キノリノラト）アルミニウム（以下「Ａｌｑ」と
略称する）を使用し、１０Ｖ以下での駆動が可能で、輝
度が１０００ｃｄ／ｍ2である有機ＥＬ素子を発表した
（Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．，５１，９１３（１
９８７））。
【０００３】以後、有機ＥＬ素子に関する新たな素子構
造や、所望の各色を表示できる色素材料、駆動方法等に
ついての研究が進められ、現在では一定の表示機能と信
頼性を得るに至っている。
【０００４】この有機ＥＬ素子を用いて画像表示を行う
有機ＥＬ表示装置は、高速応答性、視認性、輝度などの
点で、従来のＣＲＴや液晶表示装置に比べて優れてい
る。次世代の新しい表示装置として、有機ＥＬ表示装置
は最も期待されており、汎用の携帯電話の表示装置とし
て既に使用され始めている。
【０００５】電圧駆動型で表示特性が実効値応答型であ
る液晶表示装置に比し、有機ＥＬ表示装置は電流駆動型
の表示素子であり、電極間に有機化合物層を配置するの
が基本構成である。しかし、自発発光に重要な役割を果
たす、その電極／有機化合物の層は、周囲の酸素や水分
によって容易に酸化し得るのである。そのため、発光層
を含む素子構造の近傍で層間剥離を生じやすい。
【０００６】発光層がこのような現象を呈すると、有機
ＥＬ表示装置の表示面内にダークスポットと呼ばれる非
発光部分が生じる。したがって、大気中の水分・酸素等
の活性ガスから、内部の素子構造を保護する封止手段が
重要となる。
【０００７】そのため、発光層の上部に低透湿性のバリ
ヤ層を積層する手法が提案されている（従来例１）。ま
た、特開２００１－１２６８６３では、気密性を高める
ために、有機ＥＬ素子の周縁部に基板と異なるガラス材
料を用いてスペーサを構成する。また、ソーダライムガ
ラス基板を用いた場合、スペーサに線膨張係数の近い鉛
系の低融点ガラスを使用することが好ましい、としてい
る（従来例２）。
【０００８】さらに、バリヤ層を単に設けるだけではな
く、図２に示すように、吸湿剤層１８を素子内部に置
き、表示面のサイズに合わせて缶状に形成した封止缶１
６Ｂや、ガラス、プラスチック等によって、素子内部を
封止する方法が提案されている（従来例３）。
【０００９】また、ガラス基板にサンドブラストやエッ
チング等の手法によって、凹部を形成し、基板の凹部の
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3
なかに吸湿剤等を配置し、素子内部を密閉封止する手法
が提案されている（従来例４）。
【００１０】その際に、粘着剤や接着剤等を封止用キャ
ップとして用いることが知られている。また、吸湿剤を
形成する際に、真空加熱蒸着、電子線蒸着、ＣＶＤ法ま
たはスパッタ法などを用いることが知られている。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】上記の従来例１では、
十分な防湿性を長期間維持できる有機ＥＬ素子が得られ
ていない。従来例２は、生産性に優れた気密封止の技術
を目的とするものであり、吸湿剤の使用についてはまっ
たくふれられていない。また、封止に適したスペーサ形
状についても記載されていない。
【００１２】従来例３では、多様な素子サイズの対向基
板の形状に合わせて金型を成型する必要があり、製造工
程が複雑化し全体の生産効率が低下する。従来例４にお
いては、基板の加工自体が困難であり、有機ＥＬ表示装
置の生産コストがきわめて高くなる。また、厚い対向基
板を使用する必要がある等の問題を有していた。
【００１３】また、従来例３と従来例４では、吸湿剤が
有機ＥＬ表示装置の内部で物理的に移動し得る。そし
て、吸湿剤が素子内部の発光部と直接に接触したり、吸
湿後の膨張によって素子内部の構造に影響を与える可能
性がある。
【００１４】また、上記の従来例では、各種の多様なサ
イズや性能の有機ＥＬ表示装置を製造しようとする際
に、再現性よく吸湿剤を素子内部に封入し、安定配置す
ることが困難となる。また、吸湿剤の形成・配置を高精
度で行うための製造装置がきわめて複雑になった。
【００１５】本発明はこれらの問題を解決することを目
的とするものであり、欠点の少ない画像表示を連続して
行うことができるようにするものである。
【００１６】
【課題を解決するための手段】すなわち、本発明の態様
１は、透明な第１の基板上に第１の透明電極と発光層と
第２の透明電極とが配置され、第１の基板と対向基板と
の間にスペーサが設けられ、スペーサは基板の周辺に枠
状に設けられてなる有機ＥＬ表示装置であって、スペー
サの主成分は軟化点が６００℃以下の低融点ガラスとさ
れ、第１の基板とスペーサと対向基板とによって取り囲
まれた空間内に吸湿剤が配置され、基板の厚み方向にお
けるスペーサの平均高さをＨ、基板の面内方向における
スペーサの平均幅をＬとすると、Ｌ／Ｈ≧１、かつ、Ｈ
≧２５μｍが満足せしめられ、第１の基板または対向基
板とスペーサとの間に接着剤が配置されてなることを特
徴とする有機ＥＬ表示装置を提供する。
【００１７】また、態様２は、スペーサの表面の接着剤
と接する部分に、シランカップリング剤層および／また
は無機物質層が形成されてなる態様１に記載の有機ＥＬ
表示表装置を提供する。
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【００１８】また、態様３は、接着剤の主成分が光カチ
オン硬化型樹脂である態様１または２に記載の有機ＥＬ
表示装置を提供する。
【００１９】また、態様４は、基板の厚み方向における
吸湿剤の平均厚みをＸ、発光層の平均厚みをＹ、接着剤
の平均厚みをＺとすると、Ｈ＋Ｚ≧２Ｘ＋Ｙを満足する
態様１、２または３に記載の有機ＥＬ表示装置を提供す
る。
【００２０】また、態様５は、Ｌ≧３００μｍ、かつ、
Ｈ≧５０μｍである態様１、２、３または４に記載の有
機ＥＬ表示装置を提供する。
【００２１】態様６は、透明な第１の基板上に第１の透
明電極と発光層と第２の透明電極とを形成し、第１の基
板と対向基板との間にスペーサを設け、スペーサを基板
の周辺に枠状に設ける有機ＥＬ表示装置の製造方法であ
って、軟化点が６００℃以下である低融点ガラスを主成
分とするスペーサ材料を用いて基板上に配置し、低融点
ガラスの軟化点以上にスペーサ材料を加熱し、その後、
固化せしめてスペーサを形成し、基板の厚み方向におけ
るスペーサの平均高さをＨ、基板の面内方向におけるス
ペーサの平均幅をＬとすると、Ｌ／Ｈ≧１、かつ、Ｈ≧
２５μｍを満足し、第１の基板または対向基板とスペー
サとの間に接着剤を配置して二つの基板を固定すること
を特徴とする有機ＥＬ表示装置の製造方法を提供する。
【００２２】また、態様７は、スペーサの表面の接着剤
と接する部分に、シランカップリング剤層および／また
は無機物質層を形成する態様６に記載の有機ＥＬ表示表
装置の製造方法を提供する。
【００２３】態様８は、接着剤の主成分が光カチオン硬
化型樹脂である態様６または７に記載の有機ＥＬ表示装
置の製造方法を提供する。
【００２４】態様９は、２５０ｋＰａ以下の減圧雰囲気
下で、対向基板上にペースト状のスペーサ材料を塗布す
る態様６、７または８に記載の有機ＥＬ表示装置の製造
方法を提供する。
【００２５】また、上記の態様において、スペーサ材料
が非結晶性低融点ガラスと形状保持性フィラーとを含有
することが好ましい。また、上記の態様において、スペ
ーサ材料が結晶性低融点ガラスを含有することが好まし
い。
【００２６】また、上記の態様において、Ｌ≧３００μ
ｍを満足することが好ましい。Ｌが３００μｍ未満であ
ると、素子の外部から湿気が進入しやすくなるからであ
る。より好ましくは５００μｍ以上、特に好ましくは１
ｍｍ以上に設定する。基板の厚み方向に、高さＨが大き
い吸湿剤層を形成できる。また、Ｌが３ｍｍよりも広い
と、二つの基板を貼りあわせる際の合わせ精度が低下
し、基板に反りが発生しやすくなるため、Ｌは３ｍｍ以
内に設定することが好ましい。
【００２７】また、上記の態様において、Ｈ≧２５μｍ
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であることが好ましい。さらに、Ｘ≧５０μｍであるこ
とが好ましい。有機ＥＬ表示装置の内部空間を大きく設
けることができ、製造が容易になり、また高い吸湿特性
を維持しやすいからである。
【００２８】また、上記の態様において、スペーサの表
面にプライマー層を形成することが好ましい。プライマ
ー層を形成することで、接着剤層との高い接合性、特に
カチオン硬化型樹脂のように、酸が副生する接着剤の場
合、その酸に対するバリヤー層として機能し、高い接着
性を長期間保持できるためである。
【００２９】このような層としては、ＳｉＯ

２
、ＳｉＯ

Ｘ
、ＳｉＮなどを主成分とする無機物質層があげられ
る。スペーサの表面にそのような層を形成する方法とし
ては、スパッタ、ＣＶＤ、ＰＶＤ、電子線蒸着等の公知
の気相成長法があげられる。他の方法として、シランカ
ップリング剤などを塗布することにより形成する方法が
あげられる。塗布の際に、必要に応じて加熱してもよ
い。
【００３０】これらの層は、スペーサを低融点ガラスを
含有するペーストの（１）塗布乾燥後、（２）仮焼成
（有機バインダーの熱分解温度以上、かつ低融点ガラス
の結晶化温度または軟化点以下での熱処理）、（３）焼
成のうちの、いずれかの工程の後に適宜導入すればよ
い。
【００３１】また、これらの層はスペーサと接着剤の接
触する面にのみ形成してもよいし、スペーサを形成する
基板面の全体に渡って形成してもよい。このようにし
て、スペーサの表面を高安定化し、接着剤との高い接合
性を実現し、素子内部の密閉性をさらに向上できる（図
３参照）。
【００３２】また、上記の態様において、第１の基板を
ガラス基板とし、スペーサ材料の加熱温度をガラス基板
のガラス転移点以下に設定することが好ましい。この
際、ガラス基板としてソーダライムガラス基板または無
アルカリガラス基板を用いることが好ましい。
【００３３】
【発明の実施の形態】図１に本発明の有機ＥＬ表示装置
１０Ａの実施の形態１を示す。ガラス、石英または樹脂
等の第１の透明基板１１の一方の表面に、ＩＴＯ等の透
明な電極材料による第１の透明電極１２が形成されてい
る。この第１の透明電極１２は、所定の形状や所定ピッ
チでストライプ状に形成されている。
【００３４】また、従来公知の方法でＴＦＴアレイ等の
アクティブ素子が形成された場合、第１の基板１１上に
発光素子部に合わせてカラーフィルタが配置されていて
もよい（図示を省略）。
【００３５】第１の透明電極１２の表面には、ホール注
入材料、ホール輸送材料、発光材料をドープ電子輸送材
料および／またはホール輸送材料、電子輸送材料、電子
注入材料、その他発光材料によるＥＬ材料からなる発光
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層１３が積層されている。
【００３６】そして発光層１３の表面には、Ｌｉ、Ｎ
ａ、Ｃｓ、Ｃａ、Ｍｇなどの低仕事関数金属および／ま
たはこれらの酸化物、水酸化物、フッ化物、塩化物等
を、Ａｌ、Ａｇ等の低抵抗金属と積層または合金化した
ものを使用した第２の電極（背面電極）１４が適宜積層
されている。
【００３７】この第２の電極１４は、第１の透明電極１
２と対向して所定の形状や、直交するストライプ状等に
形成されている。これら第１の基板１１上に積層された
第１の透明電極１２から第２の透明電極１４までの積層
構造が実質的に発光制御層を形成する。
【００３８】ここで発光層１３は、母体材料のうちホー
ル輸送材料としては、トリフェニルアミン誘導体（ＴＰ
Ｄ）、ヒドラゾン誘導体、アリールアミン誘導体等があ
る。また、ポリスチレンスルホン酸をドープしたポリエ
チレンジオキシチオフェン、ポリアニリン誘導体等の高
分子系材料も使用できる。
【００３９】一方、電子輸送材料としては、アルミキレ
ート錯体（Ａｌｑ３）、ジスチリルビフェニル誘導体
（ＤＰＶＢｉ）、オキサジアゾール誘導体、ビスチリル
アントラセン誘導体、ベンゾオキサゾールチオフェン誘
導体、ペリレン類、チアゾール類等を用いる。さらに適
宜の発光材料を混合してもよく、ホール輸送材料と電子
輸送材料を混合した発光層を形成してもよい。その場
合、ホール輸送材料と電子輸送材料の比は、１０：９０
～９０：１０の範囲で調整できる。
【００４０】本発明に用いる構成部材として、上記の第
１の基板１１、第１の透明電極１２、発光層１３、第２
の電極１４に従来公知の材料を用いることができる。た
とえば、「有機ＥＬ材料と表示装置」（シーエムシー社
発行）に記載されている。また、色素材料として、低分
子化合物を真空蒸着法等によって薄膜形成する方法や、
高分子系化合物をスピンコート法、インクジェット、ダ
イコート、フレキソ印刷といった方法で薄膜形成する方
法を用いることができる。さらに、自発発光をする発光
層と色変換フィルタを組み合わせて用いることもでき
る。
【００４１】第１の基板１１上に積層された第１の透明
電極１２から第２の透明電極１４までの発光部は、対向
基板１６との間の空間内に置かれ、素子内部の空間が封
止される。また、対向基板１６上には外部から侵入して
くる湿分を捕捉するための吸湿剤層１８が配置されてい
る。
【００４２】本発明において空間内に設ける吸湿剤層１
８に使用される吸湿剤材料としては、たとえば、アルカ
リ金属、アルカリ土類金属、アルカリ金属やアルカリ土
類金属の酸化物、過酸化物、水素化物、フッ化物、塩化
物、硫酸塩、過塩素酸塩、炭酸塩、有機錯体、５酸化２
りん、モレキュラーシーブまたはこれらの化合物を必須
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7
成分とする複合化物等があげられる。また、これらは単
独で使用しても、２種以上を共存させてもよい。
【００４３】なかでも酸化バリウムや、５酸化２燐は低
湿度環境下でも水分の補足力が強いので好ましい。一
方、アルカリ金属酸化物、酸化カルシウムまたは酸化ス
トロンチウムから選択した一つ、または、いずれか二つ
以上の物質を６０重量％以上含有する複合酸化物は、生
産工程における材料の取り扱い性または管理上の効率の
観点から好ましい。
【００４４】なかでも、酸化カルシウムおよび／または
その複合酸化物は取り扱いが容易であり、また、水分を
いったん捕捉した後、再放出しにくいので特に好まし
い。また、合成ゼオライトは１００℃程度の高温状態で
も吸湿した水分を再放出する可能性が低い。また、低温
条件でも高い吸湿性を示し、上記の本発明における温度
雰囲気のもとで、活性化できるので好ましい。また、吸
湿特性の再現性がよく、量産した場合のばらつきが少な
く、本発明の有機ＥＬ表示装置に使用することが好まし
い。
【００４５】通常、これらの吸湿剤は粉末、粒子状、ペ
レット状の形態で使用されるが、吸湿効率の点で粉末ま
たは粒子状、または粒子と粉末の混合状態が好ましい。
特に、取り扱いやすさの点では、粉末状であって、平均
粒径を２０μｍ以下の値とするのが好ましい。より好ま
しくは、平均粒径が０．１～１０μｍの場合である。
【００４６】また、粉末の最大粒径は５００μｍ以下、
好ましくは１００μｍ以下、さらに好ましくは、５０μ
ｍ以下とする。本発明において、吸湿剤を有機ＥＬ表示
装置の内部に配置した際に、膜厚ばらつきや異常突起な
どを生じにくくなるからである。さらに、目標とする吸
湿剤層の平均厚みよりも最大粒径が小さいことが好まし
い。吸湿剤層の厚みより７０％以下、さらには５０％以
下にすることで均一な吸湿材層を形成しやすいので特に
好ましい。
【００４７】本発明において、吸湿剤層１８は吸湿剤材
料を対向基板１６上に配置した後に、所定の熱処理工程
を経て形成される。配置の方法としては、吸湿剤の粉末
やペレットを有機溶剤、高分子などの有機材料を用い
て、混合してペースト状にしたものを、スクリーン印
刷、ディスペンサーを用いたディスペンス、ダイコー
ト、ブレードコート、プレス成形等の方法で対向基板１
６の上にシート状に塗布を行う。
【００４８】または、あらかじめシート状等の所望の形
状に成形したものを対向基板上に載置する方法を用いる
こともできる。なお、吸湿剤材料をあらかじめ基板上に
形成する方法はこれらに限られるものではない。
【００４９】具体的な好ましい方法としては、たとえば
吸湿剤と高分子、硬化性のオリゴマー、界面活性剤、脂
肪酸アミドのような有機材料とを混合した流動性のある
混合物を対向基板上にシート状に配置する方法があげら

8
れる。
【００５０】また、必要に応じて、さらに混合物に添加
し得るバインダーとして、シランカップリング剤・チタ
ネート系カップリング剤等の有機金属化合物および低融
点ガラス粉末等のように加熱や加湿等により無機化合物
を形成するもの、を用いてもよい。そして、水および／
または有機溶剤とともに混合して形成した流動性のある
混合物を、対向基板上にシート状に配置する。
【００５１】また、接着層および／または粘着層をまず
対向基板上に形成し、次いで吸湿剤を散布し、必要によ
りプレス等により密着させる方法を用いてもよい。ま
た、これらの層を積層する方法も採用できる。生産工程
の効率や一定量を均一に固定化する、また、多様な形状
に容易に対応できるという点では、吸湿剤を前記バイン
ダーに均一に分散したものを対向基板に塗布する方法が
好ましい。また、複数の吸湿剤を混合して形成してもよ
く、また、異なる種類の吸湿剤層を積層してもよい。
【００５２】このようにして、対向基板上に配置した吸
湿剤層は、その含有する材料成分に応じて、吸湿剤層の
表層のみが固体状態で内部が流動状態であってもよく、
また、内部まで完全に固体状態で固定化されていてもよ
い。本発明においては、所定の温度以上に設定した熱処
理後に、性能的に安定した吸湿剤層が形成され、配置さ
れるようにする。
【００５３】所定の熱処理工程とは、スペーサ材料の一
部が熱分解を生じる高温雰囲気であってもよいし、ペー
スト状のスペーサ材料を乾燥せしめる工程であってもよ
い。後述する実施例では、（Ａ）金属酸化物と有機バイ
ンダーのペースト状混合物を乾燥し、吸湿剤層を形成す
るか、または、（Ｂ）吸湿材と無機バンイダー、有機バ
インダーとを混合しペースト状にし、塗布し、その後、
有機バインダーを熱分解せしめて吸湿剤層を形成する。
本発明においては、いずれの場合の吸湿剤層の形成であ
っても問題なく適合できる。
【００５４】本発明における対向基板としてはガス透過
性、湿気透過性が低い基板であれば特に制限はない。具
体的な基板としては、ソーダライムガラスや、無アルカ
リガラス、プラズマ表示装置用ガラス（旭硝子社製ＰＤ
２００）等があげられる。
【００５５】また、アルミニウムやステンレススチール
のような金属性基板またはフィルム基板またはセラミッ
ク基板も使用できる。なかでも、有機ＥＬ表示装置の発
光素子基板と同じ材料を用いて対向基板として使用する
場合、発光素子基板と対向基板との線膨張係数が等しく
なり、接合部の信頼性が高まるので好ましい。また、対
向基板として、ソーダライムガラス基板や無アルカリガ
ラス基板を使用する場合、これらの基板のガラス転移温
度以下の温度で熱処理をすることが、基板の平坦性を確
保できるので好ましい。
【００５６】本発明で吸湿剤層の形成に用いることので



(6) 特開２００３－３１７９３４

10

20

30

40

50

9
きる有機材料として、高分子化合物があげられる。たと
えば、塩化ビニル系樹脂、フェノール系樹脂、シリコー
ン系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリエステル系樹脂、ウレ
タン系樹脂、アクリル系樹脂、オレフィン系樹脂、フッ
素樹脂、シリコーン系ポリマー・オリゴマー等の一種単
独または二種以上の組合わせを使用できる。
【００５７】なお、これらの樹脂には、ゴム弾性を有す
る柔軟なエラストマーや、硬化性および常温で流動性を
有するオリゴマー状化合物等も含まれる。
【００５８】また、高分子化合物として、硬化性樹脂、
特に、熱硬化性および／または光硬化性樹脂を含有する
ことも好ましい。なかでも、常温で液状の低粘度樹脂を
バインダーとして使用して、硬化させることにより、吸
湿剤含有層を対向基板内面に極めて短時間で設けること
ができる。この場合、有機ＥＬ表示装置の製造時間を短
縮できる。
【００５９】このような硬化性樹脂としては、シリコー
ン系樹脂、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、ポリブタ
ジエン系樹脂、酢酸ビニル系樹脂、ポリウレタン等の一
種単独または二種以上の組合わせがあげられる。
【００６０】光硬化性樹脂を用いる場合、熱硬化型に比
較して、低温プロセスで硬化可能であり、好ましい。し
かし、吸湿剤含量が多い場合には光が透過しないため、
硬化が表層部の近傍で止まり、内部まで完全に硬化しな
いという問題が生ずる。
【００６１】したがって、光硬化性樹脂の場合、生産工
程上の問題で内部まで完全に固定化した状態が必要にな
る場合には、ＵＶおよび／または可視光の硬化に必要な
波長域の光が、形成しようとする吸湿剤層の内部まで充
分到達するような厚みに設定することが重要である。ま
たは、吸湿剤の含有量を適切に選択することが重要であ
る。このような場合には、熱硬化性樹脂を選択すること
が好ましい。
【００６２】本発明において、これらの有機材料と吸湿
剤を含む混合物を対向基板上に配置した後、所定の乾燥
条件や硬化温度条件に従って熱処理を行うことによっ
て、そのまま使用することもできるし、またはその有機
材料の熱分解温度以上の高温雰囲気下におくことによ
り、実質的に有機材料を消失せしめる。これにより、二
つの基板を封止後、有機ＥＬ表示装置の内部でのアウト
ガスの発生を抑制できる。この場合、スペーサと同時に
熱処理を行ってもよいし、その前後で別途熱処理を行な
ってもよい。
【００６３】また、本発明において、吸湿剤として特に
アルカリ金属やアルカリ土類金属を含む、塩基性部位を
有する化合物を使用する場合、熱処理工程において、空
気中に存在する炭酸ガスや、熱分解により発生する炭酸
ガス・一酸化炭素などのガスを吸収することがある。
【００６４】この炭酸ガス吸収により、吸湿性能の低下
が引き起こされる可能性がある。これを抑制するため
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に、高温雰囲気におく際に、実質的にＣＯ

２
ガスが無い

状態で行うことが好ましい。ＣＯ
２
ガスの無い状態を作

る具体的な方法としては、高純度窒素ガス・高純度アル
ゴンガスなどの不活性ガス、窒素および酸素の混合ガス
などの炭酸ガスを含有しないガス雰囲気下で高温の温度
雰囲気におく方法があげられる。
【００６５】また、有機材料として解重合性高分子を使
用することも有利である。なぜなら、有機材料の熱分解
が生じる際に、解重合により生成するモノマーが熱分解
ガスの主成分となり、炭酸ガスや一酸化炭素の発生を抑
制できるために好ましい。
【００６６】具体的な解重合性高分子としては、たとえ
ば、テトラフルオロエチレン、アクリル酸誘導体、メタ
クリル酸誘導体、αメチルスチレンなどのモノマー単位
を主成分とする単独もしくは共重合体があげられる。入
手のしやすさや熱分解物の揮発性、安全性の観点でポリ
メチルメタクリレート、ポリメチルアクリレート、ポリ
αメチルスチレンなどが特に好ましい。
【００６７】本発明において、吸湿剤は所定の熱処理後
に対向基板上に固定化されることが好ましい。吸湿剤が
熱処理工程で基板に固着する場合、特に基板への密着、
膜質を改良するための骨材のようなものを添加する必要
はない。
【００６８】しかし、熱処理後の対向基板上への固定化
がしにくい、または膜質が脆いといった特性を有する吸
湿剤を用いる場合、または、熱処理条件を採用する場合
には、それを補償するために、必要に応じて助剤として
バインダーを含有させることもできる。その際、有機成
分を全て熱分解除去できるように、無機系バインダーを
用いることが好ましい。
【００６９】たとえば、シランカップリング剤、反応性
シリコーンオイル、シラザン化合物等のシラン化合物、
チタネート系カップリング剤等に代表される金属元素の
アルコキサイド、有機酸塩、アセチルアセトナート塩
等、加熱や加湿により無機酸化物・窒化物、金属酸化
物、窒化物を形成しうる化合物などがあげられる。
【００７０】本発明において、接着剤１７としては従来
公知の接着剤を使用することができる。アウトガスの問
題や、耐熱接着性の観点から、無溶剤もしくは溶剤含量
が１０％以下の接着剤、好ましくは熱および／または光
硬化型接着剤、さらに好ましくは常温で０．１～１００
００ＰａＳ、特に好ましくは１～５０００ＰａＳの粘度
の液状接着剤が好適である。
【００７１】具体的には、たとえばエステルアクリレー
ト、ウレタンアクリレート、エポキシアクリレート、メ
ラミンアクリレート、イソシアヌレート変性アクリレー
ト、アクリル樹脂変性アクリレートおよび／または前記
アクリレートがメタクリレートに変換されたメタクリレ
ート化合物、等のラジカル重合性樹脂、エポキシ、オキ
セタン、ビニルエーテル等の樹脂を用いたカチオン重合
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11
性樹脂、チオール・エン付加型樹脂、ビニル・ハイドロ
シラン付加型樹脂などの接着剤があげられる。
【００７２】これらのうち、硬化時の副成物の発生が少
ないカチオン重合性樹脂が好ましい。また、前記樹脂の
硬化タイプとしては、有機ＥＬ表示装置の耐熱性を考慮
すると光硬化型が素子への熱の影響がなく、低温での硬
化が可能となるなので好ましい。
【００７３】なかでも、光カチオン硬化型エポキシ樹脂
および／またはオキセタン樹脂が好ましい。これらの接
着剤には、接着性・透湿性等の改良の観点で、シリカ、
タルク、炭酸カルシウム等の従来公知のフィラーやシラ
ンカップリング剤等の接着付与剤、また、光硬化性のも
のを使用する場合には、光増感剤が添加されていてもよ
い。特に接着性の点でシランカップリング剤が添加され
ていると好ましい。
【００７４】また、接着剤が接触する基板表面にあらか
じめシランカップリング剤等の接着性付与剤を塗布処理
したり、この対向基板のスペーサ表面または全面にＳｉ
Ｏ

２
、ＳｉＯ

Ｘ
、ＳｉＮなどの無機物を形成しておくこ

とも、接着性の付与の点で好ましい。特に、光カチオン
系接着剤の場合の耐酸バリアとし機能するために好まし
い。また、長期接着信頼性の点から好ましい。
【００７５】本発明において、発光部１３の周辺に枠状
にスペーサ１５を配置する。第１の基板１１とスペーサ
１５との間は接着剤１７で固定される内部空間が封止さ
れている。枠状のスペーサ１５は平均幅Ｌおよび平均高
さＨを有している。その主成分は低融点ガラスであり、
基板面に塗布後、焼成することにより形成される。
【００７６】低融点ガラスとしては従来公知のものを使
用できる。具体的な例としては、Ｂ

２
Ｏ
３
－ＰｂＯ、Ｂ

２
Ｏ

３
－ＰｂＯ－ＺｎＯ、Ｂ

２
Ｏ
３
－ＳｉＯ

２
－Ｐｂ

Ｏ、Ｂ
２
Ｏ
３
－ＳｉＯ

２
－ＺｎＯ、ＰｂＯ－ＺｎＯ、Ｐ

２
Ｏ

５
－ＳｎＯ、Ｐ

２
Ｏ
５
－ＺｎＯ－ＳｎＯ、Ｂ

２
Ｏ
３

－Ｂｉ
２
Ｏ
３
系などの各主成分からなる公知のガラス

や、これらにアルカリ金属、アルカリ土類金属等を含有
したものを使用できる。
【００７７】これらの中でも結晶化温度または軟化点が
６００℃以下、好ましくは５５０℃以下さらに好ましく
は５００℃以下、特に好ましくは４００℃以下のものを
使用することが、生産効率や、ガラス基板の耐熱性の観
点から好ましい。
【００７８】また、低融点ガラスは、焼成中に結晶化す
るものや、結晶化しないガラスについては、アルミナや
ジルコニア系酸化物のような焼成時に形状保持性を向上
できるフィラー、または、基板の線膨張係数誤差を調整
するためのフィラーを添加したものが、枠状のスペーサ
を成形しやすいので好ましい。特に、１００μｍ以上の
高さＨのスペーサを形成する際に好ましい。
【００７９】これらの低融点ガラスの粉体を、ペースト
状のスペーサ材料とし、対向基板上の所望の位置に配置
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する。ペースト状のスペーサ材料は公知の方法で調整す
ることができる。市販の材料を使用してもよい。
【００８０】具体的には、低融点ガラスの粉末に、水、
有機溶剤等の希釈剤、オリゴマー状のオイル、エポキシ
樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン、セルロース系高分
子、酢酸ビニル系樹脂、フッ素樹脂等の高分子またはオ
リゴマー、脂肪酸アミド、ＳｉＯ

２
超微粒子（エアロジ

ル）のような揺変性付与剤、等を加えてペースト組成物
とし、コーティング、乾燥後焼成することで、本発明の
スペーサを形成できる。
【００８１】これらの低融点ガラスを用いたスペーサの
形成方法としては、スクリーン印刷、ダイコート、ディ
スペンサーを用いてシリンジより押し出す方法、金型・
鋳型等を用いてプレス成形あるいは転写する方法、あら
かじめ所定の膜厚で全面コートしてから、サンドブラス
ト等の方法を用いて研削成形する方法、前記に挙げた方
法であらかじめ枠状に成形し、仮乾燥および／または仮
焼成して固体状に成形したものを対向基板上に配置する
方法等が例示される。
【００８２】スペーサの高さを高くする場合には、たと
えば、ペースト状のスペーサ材料を２５０ｋＰａ以下の
減圧状態、好ましくは１２５ｋＰａ以下の減圧下で上記
のように印刷またはコーティングによって基板面上に配
置すればよい。焼成後の内部気泡やクラックを抑制でき
るので好ましい。この場合は、ペースト状のスペーサ材
料を構成する成分が前記減圧条件下で揮発しないものを
選ぶことが好ましい。
【００８３】低融点ガラスを用いた枠状のスペーサを形
成する際に、対向基板としては、ソーダライムガラス
や、無アルカリガラスのような一般のガラス基板を使用
することができる。その際に、焼成条件が５００℃を越
える場合や、焼成時間が長くなる場合には、無アルカリ
ガラスやプラズマ表示装置用ガラスに用いることのでき
る耐熱性のガラス板（たとえば、旭硝子社製ＰＤ２０
０）等を使用すればよい。また、ステンレススチールや
アルミ、銅、シリコン等の金属板やフィルムを用いても
よい。
【００８４】このようにして形成された吸湿剤層は、封
止工程中の接着不良や、過度の湿度下に置かれた場合等
により、素子内部に進入した水分を捕捉し、有機ＥＬ表
示装置を長期にわたって安定に発光させることができ
る。
【００８５】このような吸湿剤としては、アルカリ金
属、アルカリ土類金属、アルカリ金属やアルカリ土類金
属の酸化物、過酸化物、水素化物、フッ化物、塩化物、
硫酸塩、過塩素酸塩、炭酸塩、有機錯体５酸化２りん、
モレキュラーシーブ、あるいはこれらの複合化物等の一
種単独または二種以上の組合わせがあげられる。
【００８６】あらかじめ吸湿剤を固定化しておくこと
で、図１に示す有機ＥＬ表示装置１０Ａの第１の基板１
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１をあらかじめ下側に配置し、対向基板１６を上方から
貼り合わせることで、二つの基板の固定を行うことがで
きる。したがって、封止時の製造工程の自由度が高ま
る。
【００８７】また、不定形の吸湿剤粉末を均一に再現性
良く、対向基板１６上の所定位置に散布する等の複雑な
工程が不要となる。よって、生産工程を簡略化すること
ができる。吸湿剤をバインダーと混合して流動性のある
組成物とし、それを対向基板１６上に、コーティングす
ることで形成できる。
【００８８】吸湿層を形成する方法は上記に説明した通
りであるが、吸湿剤を特定の性質を有する有機材料と混
合し、さらに加熱処理を行って吸湿剤層を形成する発明
を特願２００１－３８１８４１に開示した。
【００８９】採用できる高分子化合物としては、特に制
限されるものでないが、例えば、塩化ビニル系樹脂、フ
ェノール系樹脂、シリコーン系樹脂、エポキシ系樹脂、
ポリエステル系樹脂、ウレタン系樹脂、アクリル系樹
脂、オレフィン系樹脂、フッ素樹脂、シリコーン系ポリ
マー・オリゴマー等の一種単独または二種以上の組合わ
せがあげられる。なお前記樹脂には、ゴム弾性を有する
柔軟なエラストマーや、硬化性および常温で流動性を有
するオリゴマー状化合物等も含まれる。
【００９０】また、これらの樹脂と吸湿剤からなる組成
物を対向基板上に形成する前に、対向基板をシランカッ
プリング剤等の密着性付与剤で処理しておくことや、前
記樹脂のうち、接着機能を有する樹脂、すなわち接着剤
を使用することが吸湿剤含有層を対向基板面上に容易に
設けることができ好ましい。
【００９１】また、上述した樹脂中に、熱硬化性および
／または光硬化性樹脂を含有することが好ましい。なか
でも常温で液状の低粘度樹脂を使用して、硬化させるこ
とにより、吸湿剤含有層を封止キャップの内面に極めて
短時間で設けることができ、製造時間の短縮を図ること
ができる。
【００９２】このような硬化性樹脂としては、シリコー
ン系樹脂、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、ポリブタ
ジエン系樹脂、酢酸ビニル系樹脂等の一種単独または二
種以上の組合わせがあげられるが、特に、吸湿性（透湿
性）が高いことから、ポリエチレンオキサイド系・ポリ
ブタジエン系硬化性樹脂や酢酸ビニル系硬化性樹脂が好
ましい。光硬化性樹脂の場合、熱硬化型に比較し、低温
プロセスで硬化可能であり、また硬化後のアウトガスが
少ないという利点があり、特に光カチオン硬化系エポキ
シ樹脂が好ましいが、反面吸湿剤含量が多い場合は光が
透過しないため、硬化が完全に進まないという問題があ
る。従って、光硬化性樹脂の場合、ＵＶおよび／または
可視光の硬化に必要な波長域の光が、吸湿層内部まで充
分到達するような厚み、あるいは吸湿剤含量を選択する
ことが重要である。
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【００９３】従って、光透過性の低い吸湿剤の含量が高
い場合に硬化性樹脂を使用する際には熱硬化性樹脂を選
択することが好ましい。
【００９４】かかる吸湿剤層の対向基板への固定化後の
吸湿剤の含有量としては、１～９９質量％であることが
好ましい。１質量％未満の場合、有機ＥＬ素子の長期耐
湿性等が低下する場合があり、９９質量％を越えるとる
吸湿剤含有層の形成が困難となる場合がある。好ましく
は４０～９５質量％、さらに好ましくは６０～９０質量
％である。
【００９５】本発明の枠状スペーサの厚みとしては、内
部に吸湿剤を多量に導入する場合、吸湿剤が長期使用中
の吸湿による体積膨張を起こすこともあり、この場合素
子が破壊される可能性もあるため、スペーサを接着剤を
介して発光部と貼り合わせた際の接着層も含めた厚みが
吸湿剤層厚みの２倍、特に３倍以上の厚みに、発光部の
厚みを加えたものであることが好ましい。
【００９６】たとえば、発光部を構成する部分の厚みが
５μｍとすると、吸湿剤層厚みが５０μｍの、接着剤層
厚みが１０μｍの場合、枠状スペーサの厚みは１９５μ
ｍ以上、特には１４５μｍ以上が好ましく、吸湿剤層厚
みが１００μｍの場合、枠状スペーサの厚みは１９５μ
ｍ以上、特には２９５μｍ以上が好ましい。
【００９７】また、１回のスクリーン印刷法で５０μｍ
を超える高さのスペーサを印刷することが困難である。
スペーサの断面形状としては、とくに制限はないが、１
００μｍを越える高さＨに設ける場合は、スペーサの形
成のしやすさから、枠状のスペーサの断面形状におい
て、スペーサの平均幅をＬ、平均高さをＨとして、Ｌ／
Ｈを０．５以上、好ましくは１以上、特に好ましくは
２．０以上、さらには、４．０以上に設定する。
【００９８】さらに、特別に平均高さＨを高くするに
は、Ｌ／Ｈを２以上にすることが好ましい。このように
構成することにより、スペーサの機械的強度の保持性、
スペーサの形成時の多数回重ね塗り等の煩雑な工程を減
らすことができる。または、１回の印刷（コーティン
グ）で形成可能となるといった効果が得られるため好ま
しい。
【００９９】このようにして、発光層の厚みと吸湿剤層
の厚みに応じた、二つの基板間におけるスペーサの高さ
と接着剤の平均厚みを、容易にかつ安定して製造できる
ので好ましい。
【０１００】以下、実施例の説明を行うが、本発明はこ
れらの実施例に限定されるものではない。
【０１０１】
【実施例】（例Ａ１）第１の基板とするソーダライムガ
ラス基板上にＳｉＯ

２
を２０ｎｍ、次にＩＴＯを膜厚２

００ｎｍで蒸着して陽極を形成した。シート抵抗は７Ω
／□であった。その後、真空蒸着法により正孔注入層と
して銅フタロシアニンを２０ｎｍ蒸着し、次に下記化１
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のα－ＮＰＤを膜厚４０ｎｍに蒸着して正孔輸送層を形
成した。そして、Ａｌｑを、異なるボートを用いて膜厚
６０ｎｍに共着して発光層を形成した。最後に、Ｍｇと
Ａｇを共蒸着して膜厚２００ｎｍのＭｇＡｇ（１０：
１）陰極合金を形成して有機ＥＬ表示装置の発光側基板
を形成した。
【０１０２】
【化１】

【０１０３】（例Ａ２）第１の基板とするソーダライム
ガラス基板上にＳｉＯ

２
を２０ｎｍ、次にＩＴＯを膜厚

２００ｎｍで蒸着して陽極２を形成した。シート抵抗は
７Ω／□であった。この陽極２上に、真空蒸着法により
前記の銅フタロシアニンを２０ｎｍ、次に、下記化２の
ＴＰＴＥを膜厚４０ｎｍに蒸着して正孔輸送層５を形成
した。
【０１０４】
【化２】

【０１０５】次に、前記のＡｌｑとルブレンを、異なる
ボートを用いて膜厚６０ｎｍに共蒸着して発光層３を形
成した。次に、ＬｉＦを０．５ｎｍ、最後に、Ａｌを膜
厚１００ｎｍの厚さで蒸着して陰極を形成し、有機ＥＬ
表示装置の発光側基板を形成した。
【０１０６】（例Ａ３）無アルカリガラス基板をソーダ
ライムガラス基板の代わりに使用した以外は、例Ａ２と
同様にして有機ＥＬ表示装置を形成した。
【０１０７】（例１）硼酸・鉛系低融点ガラス粉末（旭
硝子社製ＡＳＦ１３０４Ｚ、軟化点は４００℃）の１０
０質量部と、エチルセルロースの１．２ｗｔ％酢酸イソ
アミル溶液７０質量部をよく混練して作製したペースト

16
状のスペーサ材料を１．１ｍｍ厚ソーダライムガラス基
板の片面の全面に塗布した。
【０１０８】仮乾燥後、サンドブラスト法により基板の
周辺部に枠状に残るように形成した後、３８０℃で１０
分間、引き続き４５０℃で３０分間焼成し、平均高さが
１５０μｍで、下表にしめす平均幅のスペーサを対向基
板上に形成した。
【０１０９】次に、旭硝子社製サイトップ（ＣＴＬ１０
２Ａ）と酸化カルシウム粉末をサイトップ固形分：酸化
カルシウム＝５：９５の質量比になるように混練し、枠
状のスペーサの内側に、スクリーン印刷によって印刷
し、さらに、１５０℃で１時間減圧乾燥を行い、厚みが
４０μｍの吸湿剤層を形成した。
【０１１０】次に、窒素雰囲気下で、上記の例Ａ１の有
機ＥＬ素子上にナガセスペシャリティーケミカルズ社製
ＸＮＲ５５１６をスクリーン印刷により３０μｍの厚み
で前記スペーサにより貼り合わせる箇所に塗布した後、
対向基板を張り合わせし、紫外線照射装置により樹脂を
硬化し封止を行った。
【０１１１】得られた有機ＥＬ表示装置を、６０℃かつ
９０％の湿度下で保管し、１００時間毎の発光状態を検
査し、非発光状態部分の面積が初期の１０％に達する時
間（Ｔ

１０
）を測定した。また、シール幅１００μｍの

ものについては、測定機器に素子をセッティングする操
作で、試験体１０ヶ中２個が外部応力によりシール部分
で破損が生じた。
【０１１２】
【表１】

【０１１３】（例２）硼酸・鉛系低融点ガラス粉末（旭
硝子社製ＡＳＦ１３０４Ｚ）の１００質量部と、ポリメ
タクリル酸メチルの１０ｗｔ％キシレン溶液７０質量部
をよく混練して作製したペースト状のスペーサ材料を、
ＳｉＯ

２
を表面に形成した０．７ｍｍ厚のソーダライム

ガラス基板上に、スクリーン印刷により枠状に印刷し
た。この基板を３８０℃で１０分、引き続き４５０℃で
１０分、窒素雰囲気下で焼成し、平均幅Ｌが１ｍｍ、平
均高さＨが下記の表２に示す枠状のスペーサを形成し
た。
【０１１４】さらに、例２－１および例２－３について
は、形成したスペーサを有する基板表面にＳｉＯ

２
をス

パッタによりコーティングした。また、例２－２につい
ては、スペーサ表面にシランカップリング剤（信越化学
社製ＫＢＭ４０３）の０．５ｗｔ％エタノール溶液を塗
布し、２００℃で１０分間乾燥した。
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【０１１５】さらに酸化バリウム１００質量部にポリメ
タクリル酸メチルの１０ｗｔ％キシレン溶液１００質量
部をよく混練して作製したペーストを、枠状に配置した
スペーサ材料の内側にディスペンサーを用いて塗布し、
１５０℃で１時間乾燥を行い、スペーサの内部に、厚み
が１００μｍの酸化バリウム層を主成分とする吸湿剤層
を形成した。
【０１１６】そのスペーサの上に、ナガセスペシャリテ
ィーケミカルズ社製ＸＮＲ５５１６をディスペンサーに
て塗布し、上記の例Ａ２で作製した有機ＥＬ素子と貼り*

18
*合わせた後、紫外線照射装置により樹脂を硬化し、二つ
の基板の固定と封止を行った。このようにして形成した
有機ＥＬ表示装置は、接着剤層の部分の厚みが約１０μ
ｍで封止されていた。そして、８０℃かつ９０％の条件
で保管し、１００時間毎の発光状態を検査し、非発光状
態部分の面積が初期の１０％に達する時間（Ｔ

１０
）を

測定した。
【０１１７】
【表２】

【０１１８】上記のように、各例の有機ＥＬ表示装置は
高い防湿性能を有するが、スペーサ高さを十分高くする
こと、スペーサ表面に接着耐久性を付与するための表面
処理を行うことによって、より高い長期信頼性を獲得で
きることがわかった。
【０１１９】（例３）軟化点が３４５℃であるＰ

２
Ｏ
５

－ＺｎＯ－ＳｎＯ系のガラス粉末１００質量部、ポリプ
ロピレングリコールジアクリレート５０質量部、および
脂肪酸アミド０．３質量部をよく混練し、さらに日本油
脂製パーブチルＬを１質量部加え、ペースト状のスペー
サ材料を調製した。
【０１２０】その後、表面にあらかじめＳｉＯ

２
層を形

成した１ｍｍ厚みのソーダライムガラス基板の上に真空
中でメタルスクリーンを用いて枠状に印刷した。さら
に、１５０℃で１時間、引き続き３８０℃で１０分間、
引き続き４５０℃で３０分間焼成した。スペーサ材料が
固化し、得られた枠状のスペーサは平均幅が２ｍｍ、平
均高さが５００μｍであった。
【０１２１】このスペーサ付きの対向基板の、スペーサ
の内側に、酸化カルシウムと酸化セシウムを９５：５の
質量比で混合・焼成・粉砕した複合酸化物の粉末７０質
量部とＰＭＭＡの１５％酢酸イソアミル溶液２００質量
部を混練したペーストをスクリーン印刷により塗布し
た。
【０１２２】そして、１００℃で１時間、引き続き１５
０℃で１時間減圧加熱し、基板上に平均高さが１００μ
ｍの吸湿剤層を形成した。得られた対向基板のスペーサ
部にナガセスペシャリティーケミカルズ社製ＸＮＲ５５
１６をディスペンサーにて塗布し、上記の例Ａ２で作成
した有機ＥＬ素子を貼り合わせた。

【０１２３】その後、紫外線照射装置により樹脂を硬化
し封止を行った。得られた有機ＥＬ表示装置は、接着剤
層の高さが約３０μｍで封止されていた。この有機ＥＬ
表示装置を６０℃かつ９０％の条件で保管し、１００時
間毎の発光状態を検査し、非発光状態部分の面積が初期
の１０％に達する時間を測定したが、５００時間経過後
も１０％まで到達しなかった。
【０１２４】（例４）酸化カルシウムと旭硝子社製ＡＳ
Ｆ１３０４Ｍ（軟化点が３９０℃）の粉末を９５：５の
質量比で焼成・粉砕・混合した複合酸化物の粉末１００
質量部と、ポリｄメチルスチレンのキシレン溶液１００
質量部を良く混練して作成したペースト状のスペーサ材
料を無アルカリガラス基板上に四角形状に印刷し、仮乾
燥した。
【０１２５】さらに、旭硝子社製ＡＳＦ１３０４Ｍ粉末
を焼成した、平均幅が３ｍｍの短冊状シートを所望の長
さに切断し、前記のペースト状の吸湿剤層を仮乾燥した
部分の外周に枠状に並べた。これを、窒素雰囲気下、４
５０℃で３０分間焼成し、３００μｍの厚みの吸湿剤層
と、平均高さが１ｍｍの枠状のスペーサを形成した。
【０１２６】これらの吸湿剤層とスペーサを有する対向
基板のスペーサ部にナガセスペシャリティーケミカルズ
社製ＸＮＲ５５１６をディスペンサーにて塗布し、上記
の例Ａ２で作成した有機ＥＬ素子を貼り合わせた後、紫
外線照射装置により樹脂を硬化し二つの基板の固定と封
止を行った。
【０１２７】基板間は接着剤層の厚みが約３０μｍで封
止されていた。この有機ＥＬ表示装置を、６０℃かつ９
０％の条件で保管し、１００時間毎の発光状態を検査
し、非発光状態部分の面積が初期の１０％に達する時間
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を測定したが、５００時間経過後も１０％まで到達して
いなかった。
【０１２８】上記の本発明の実施の形態によれば、枠状
のスペーサ１５を基板間の構成部材として設けている。
このことにより、吸湿剤層の厚みが約２０μｍを越える
場合に、接着剤１７の厚みだけで空間を作成することが
難しい場合があるが、その封止の際に、吸湿剤層と発光
部とが相互に接触しないように空間を設けることが可能
となる。
【０１２９】また、吸湿剤層がアルカリ土類金属酸化物
のように、吸湿後に体積変化を起こすようなもので構成
されている場合、吸湿剤層の体積膨張を考慮する必要が
ある。体積膨張のためにあらかじめ設けた空間を、スペ
ーサの厚みに加えて、図１における接着剤１７の硬化後
の厚みで制御することもできる。その際に、接着剤とし
て熱硬化型接着剤を用いれば、全体の厚みを大きく設け
る場合であっても、接着剤厚みによらず均一な硬化が期
待できる。
【０１３０】図５に本発明の例１～４の有機ＥＬ表示装
置の対向基板上での吸湿剤層および枠状スペーサの配置
の状態を示す。発光部側の図示を省略しているが、スペ
ーサ１５の内側に入る大きさで吸湿剤層１８が形成され
ている。なお、陽極および陰極からは、外部取り出し電
極が枠状スペーサ１５よりも外側に出るように延長され
ている。
【０１３１】
【発明の効果】本発明によれば、有機ＥＬ表示装置の封
止後の発光安定性を保持できる吸湿剤層を、スペーサに
よって基板間に安定して形成できる。吸湿剤材料を均一
に有機ＥＬ表示装置の空間に対応した位置に導入し固定
化できる。
【０１３２】そして、有機ＥＬ表示装置の薄型化を達成
できるし、多様なサイズの有機ＥＬ表示装置を容易に量*

20
*産製造でき、かつ安定に動作し高品位の表示を提供でき
る。
【０１３３】また、製品性能の再現性がよく、量産に適
した有機ＥＬ表示装置の製造方法を得て、すぐれた表示
品位の有機ＥＬ表示装置を容易に生産できる。
【０１３４】また、スペーサを形成する際に、吸湿剤層
の形成に有機材料を併用し、その熱分解温度以上の熱処
理を行うことで、封止後の有機ＥＬ表示装置の内部でア
ウトガスが生じることがなく、安定した発光を長期にわ
たり持続することができるようになる。また、有機ＥＬ
表示装置において、所定の形状のスペーサを容易に形成
できるようになるので、生産工程の全体における歩留ま
りを安定して制御できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の有機ＥＬ表示装置（構成例１）の模式
的断面図。
【図２】従来例の有機ＥＬ表示装置の模式的断面図。
【図３】本発明の有機ＥＬ表示装置の模式的平面図。
【図４】本発明の有機ＥＬ表示装置（構成例２）の模式
的断面図。
【図５】本発明のスペーサを有する有機ＥＬ表示装置の
模式的平面図。
【符号の説明】
１０：有機ＥＬ表示装置
１１：第１の透明基板
１２：第１の透明電極
１３：発光層
１４：第２の透明電極（背面電極）
１５：スペーサ
１６：対向基板
１７：接着剤
１８：吸湿剤層

【図１】 【図２】
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